
第2次羽島市人権施策推進指針の概要 推進期間：令和5年度～令和9年度

生き方が多様化し、様々な価値観が生まれる中、性の在り方やSNSを巡って新たな人権問題が顕在化しています。ま
た、「誰一人残さない」持続可能でよりよい社会を目指すSDGsには、人権尊重の理念と重なる姿があります。そうした
社会情勢をもとに策定した本指針に基づき、市民一人ひとりが尊重され、お互いを認め合うことができる社会の実現に
向けて、各種取り組みを進めていきます。
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